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競 技 団 体 会 長 様

長崎県教育庁体育保健課長

（公印省略）

「長崎県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する方針

及び学校部活動の在り方」の策定について（お知らせ）

日頃から、本県体育学習の充実及び児童生徒の体力向上に御尽力いただき感謝申し上げます。

さて、令和７年１２月の文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドラ

イン」に則り、別添のとおり標記方針を策定いたしました。

本方針は、公立の中学校（義務教育学校後期課程、特別支援学校中学部を含む。）の生徒の活動を主な対

象とします。ただし、「４ 学校部活動の在り方」については、高等学校（公立高等学校、特別支援学校高

等部を含む。）の学校部活動も対象とします。

つきましては、本方針の趣旨を御理解いただき、子どもたちのスポーツ活動の充実に向けて御協力いただ

きますようお願いします。

記

＜別添資料＞

・「長崎県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する方針及び学校部活動の在り方 」

・「長崎県における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する方針及び学校部活動の在り方」概要

＜参考資料＞（令和７年１２月 文部科学省）

・「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」

・「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」概要

【問い合わせ先】

長崎県教育庁体育保健課 学校体育班

【TEL】095-894-3393

【FAX】095-894-3478


